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【特別寄稿】 

地方自治体の「統一的な基準による財務書類」の 

作成状況に関する分析 

 

木村 真* 

 

１. はじめに 

 総務省が発生主義に基づく地方公会計の導入を推進して約20年が経過した。わが国

の地方自治体の予算・決算の制度は、昭和30年代に地方財務会計制度の大枠が整備さ

れて以降、現在に至るまで現金主義を基本として組み立てられてきた。この現金主義

の原則は財政に対する民主的統制の点で利点があるとされてきたが、一方で将来負担

する可能性のある債務の状況などストック情報の把握や財務状況の開示の点で難点が

あった1)。そのため、現金主義会計では十分に把握できない会計情報を補完する役割

として発生主義の考え方を取り入れた財務書類を独自に作成する動きが1987年の熊本

県を皮切りに先進的な自治体で広がった。こうした発生主義に基づく財務会計への関

心の高まりや国のバランスシート作成の動きなどを受け、旧自治省（現総務省）は地

方自治体間での比較可能性を向上させる観点から決算統計に基づくバランスシートと

行政コスト計算書の作成マニュアルを2000年と2001年に公表した2)。これが一般に、

総務省方式と呼ばれるものである3)。 

 この総務省方式は有形固定資産の除売却を反映していない点などに課題があったこ

とから、2006年には基準モデルと総務省方式改訂モデルへと更新された4)。これら一

連の取り組みは、地方自治体の特にストック情報に関する財務状況の開示という点に

おいて大きな役割を果たした。2002年度末時点でバランスシートを何らかの形で作成

済または作成中・作成予定の地方自治体は全体の57.9％であったが、2013年度末には

 
 兵庫県立大学大学院情報科学研究科教授、北海道大学公共政策学研究センター研究員 

 E-mail；skimura@gsis.u-hyogo.ac.jp 
1) 地方分権改革推進委員会第 3 次勧告（平成21年10月 7 日），p.43。 

2) 2000年当時の地方自治体のバランスシートの作成動向については、丹羽（2001）を参照さ

れたい。 

3) 自治省（2000）「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書（平成12年 3 
月）」、総務省（2001）「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書－

「行政コスト計算書」と「各地方公共団体全体のバランスシート」－（平成13年 3 月）」。 

4) 総務省（2006）「新地方公会計制度研究会報告書（平成18年 5 月）」。 
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96.8％に達した5)。しかし、望ましいとされた基準モデルではなく、簡便で過渡的な

ものと位置付けられていた総務省方式改訂モデルが逆に普及したことと、引き続き独

自方式を続ける自治体などもあり、自治体間で基準が統一されていないことが依然と

して課題となっていた。 

 こうした状況を受け、2015年 1 月に総務省より「統一的な基準による地方公会計の

整備促進について」ならびに「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表さ

れ、原則として2017年度までにすべての地方自治体にマニュアルに基づく財務書類の

作成と予算編成等への積極的な活用が要請された。その結果、多くの地方自治体で統

一的な基準による財務書類（以下、「統一基準地方財務書類」とよぶ）が作成された。

表１は、2018年度以降の一般会計等財務書類と連結財務書類の年度末時点での作成状

況をまとめたものである。作成中や未着手の自治体は徐々に減少しており、2020年度

末時点で前年度の一般会計等財務書類の作成に未着手の自治体は全体の2.0％と、す

べての自治体で整備されつつある。他方、前年度決算に関する財務書類の作成が年度

末時点で完了していない自治体が直近でも15％ほど発生しており、一般会計等は作成

できていても連結財務書類まで作成できていないケースを含めると依然として20％を

超えている6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年度末時点で整備されていない場合には、その後の更新状況が重要となる。しかし、

総務省は年度末時点で収集してまとめた情報をホームページで掲載しているだけで更

新の状況は不明である。発生主義の考え方に基づく地方財務書類を比較可能な形にし

ようと統一的な基準で整備する取り組みを約20年にわたって行ってきたにもかかわら

ず、肝心の比較可能な形での提供が十分なされていないのが現状である。 

 財務書類の作成、公開が揃わない背景には、人手や専門知識のある人材の不足など

様々な要因が考えられる。特に財政状況の悪い自治体ほどきちんとした情報開示が必

要だが、そうした自治体ほど人件費削減などで人材不足などの問題に直面していたり、

 
5) 総務省（2003）「地方公共団体のバランスシート等の作成状況（調査日：平成15年 3 月31

日）」、総務省（2014）「地方公共団体の平成24年度決算に係る財務書類の作成状況等（調

査日：平成26年 3 月31日）」。 

6) 2017年度末時点の取組状況については大宅（2018）を参照されたい。 

表１ 統一的な基準による一般会計等および連結財務書類の作成状況 

 

 

 

 

 
 

出所）総務省「統一的な基準による財務書類の作成状況等に関する調査」に基づき筆者作成 

2018年度末 2019年度末 2020年度末
作成中 18.7 17.7 12.2

未着⼿ 0.7 1.8 2.0

作成中 24.8 22.2 17.1

未着⼿ 3.2 4.3 3.9

(単位：％）

⼀般会計等

連結
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そもそも情報公開に後ろ向きになって作成・公開が遅れがちになっていたりするかも

しれない。そこで、本稿では統一基準地方財務書類の作成状況のデータを分析し、財

務書類の未了、未作成の背景要因を探り、今後の整備促進に向けての課題を洗い出す。 

 統一基準地方財務書類に関連する研究は徐々に増えている。佐藤・松尾（2019）は

行政管理の質が高い自治体ほど予算編成において統一基準地方財務書類を利用しよう

とするのではないかという仮説を検証し、基本計画・実施計画に数値目標を設定して

いる自治体で発生主義会計情報の予算編成への利用期待が高いことを示している。東

（2016）は国際公会計基準（IPSAS）との比較を通じて統一基準地方財務書類の問題

点の一つとして、有形固定資産について再評価しないことを原則としているため貸借

対照表において資産が過大に計上される傾向があることを指摘している。鷲見

（2019）は統一基準地方財務書類から得られる財務分析指標を使い、道府県別、都市

別、町村別の財政状況をまとめている。同様に、小川（2021）は財務書類を用いて都

道府県の財政状況の経年比較を行っている。 

 しかしながら、統一基準地方財務書類の作成状況に影響を与える要因に触れた文献

は大宅（2018）以外では近藤・小川（2020）に限られる。近藤・小川（2020）は、

2009年度から2015年度までの統一基準以前のデータを用いて財務書類の作成状況が財

政再建に影響しているかを分析し、財務書類の整備が歳出抑制に影響している可能性

を示した研究である。因果の想定が本稿の問題意識と逆だが、彼ら自身も人口規模や

財政力が財務書類の作成に影響を与える逆因果の可能性に触れており、そのため推定

に内生性の問題があることを述べている。彼らの研究が内生性の問題に直面するのは、

統一基準以前は、発生主義の考えに基づく財務書類の整備に関して自治体に選択の余

地があったからである。財政再建を前提に財務書類を作成するのか、あるいは財務書

類を作成すれば財政再建の良い方法が見つかるのか識別が難しい。 

 これに対し、本稿では統一基準地方財務書類の作成の強制性に着目する。統一基準

は2017年度までの整備をすべての自治体に要請されているため、財政運営への影響を

念頭に財務書類の作成を選択するというような財政方針と財務書類作成の同時決定

（内生性）の問題は生じにくい。本稿で問題にするのは、統一基準地方財務書類が基

本的に全自治体に作成が要請されている状況の下、財務書類の作成に着手できない、

連結財務書類など一部欠けるといった事象に対する外生的な背景要因を探ることであ

る。具体的には、統一基準地方財務書類の作成に人口規模や財政状況、災害が影響し

ているかを、データをプールしてのロジット・モデル（pooled logit）と固定効果ロジ

ット・モデル（fixed effects logit）で推定する。 

 以下、第 2 節では統一基準地方財務書類の概要と直近の作成状況についてみる。第 

3 節では統一基準地方財務書類の作成未了もしくは未作成の背景要因についての分析

結果を述べる。第 4 節では、本稿のまとめと課題を述べる。 
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２. 統一基準地方財務書類の概要 

 統一基準地方財務書類は、比較可能性の観点からの基準統一化の他に、本格的な発

生主義・複式簿記による財務書類の導入や資産管理に欠かせない固定資産台帳の整備

を大前提として要請している点が特徴となっている。表２は、2006年以降に多くの自

治体が採用した総務省方式改訂モデルとの違いをまとめたものである。変更の多くが

資産関係であることが確認できる（表中の★印）。 

 

 

 

 

 

 

 

  

表２ 総務省方式改訂モデルからの変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所）総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年 8 月改訂）」p.404 
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 従前の総務省方式改訂モデルは、決算統計をベースに売却可能資産以外は過去の建

設事業費の積み上げにより取得原価を推計しており、減価償却計算はしているが、除

売却等について主要なもの以外は反映されない。これに対し統一基準では、開始時の

資産評価では取得原価を原則として、不明な場合は再調達価格で評価することとなっ

ており、決算統計ベースでの評価は例外的な扱いとなっている。また、開始後は減価

償却や除売却など随時更新しなければ当年度分に加えて未処理分を遡って処理する必

要が生じてしまうため、メンテナンスの重要性と負荷は高くなっている。 

 さらに、統一基準地方財務書類では、一般会計等だけでなく全体および連結の財務

書類の作成が求められる。図１はその会計範囲を表したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方公営事業会計、なかでも公営企業会計はすでに財務書類が整えられているので、

全体財務書類を作成する負担は一般会計等について作成できればさほど大きくない。

一方、連結財務書類に関しては、地方独立行政法人、第三セクター等については基本

的に整備されているが、一部事務組合や広域連合に関しては地方公営企業法の財務規

定を適用していなければまずそれぞれが主体となって作成する必要がある。当然、ど

こが作業を担当するのかという問題になる。マニュアルでは作成主体として、①一部

事務組合・広域連合、②主要構成団体、③都道府県の 3 つの選択肢が示されている。

連結財務書類を作成できるかは、自団体が②に該当しない限り、加入する一部事務組

合や広域連合の作成状況に左右される。 

 統一基準地方財務書類の整備は2017年度までの 3 年間で整備することが求められて

いたが、実際には作業が間に合わずに遅れた自治体がある。表３は、総務省が毎年度、

各自治体の財務書類を集めてホームページで公開している「統一的な基準による財務

図１ 財務書類の対象となる会計の範囲 

出所）総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年 8 月改訂）」p.168 
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書類に関する情報」のデータから、各自治体の財務書類の作成状況の年次推移を集計

したものである。基本となる一般会計等財務書類を2016年度決算分から毎年作成して

載せている自治体数は1,449で、2017年度決算分からの自治体数は94、2018年度決算

分からの自治体数は32である。逆に全く作成・公表が間に合っていない自治体数は60

で、2017年度もしくは2018年度から作成・公表できなくなっている自治体数は82（＝

40＋35＋7）となっている。すなわち、過去 3 年間で総務省にまとめられて公開され

るまでに財務書類の作成が間に合っていなかったことがある自治体は全体の約17％と

なっている。 

 また、一般会計等財務書類、全体財務書類、連結財務書類の別にみると、2016年度

や2017年度に作成できていないが2018年度には作成できている自治体が、会計の対象

範囲が広がるにつれて増加する（一般：126、全体：142、連結：184）。また、3 年間

作成できていない自治体も会計の対象範囲が広がるにつれて増加する（一般：60、全

体：86、連結：149）。特に連結財務書類については約 9 ％の自治体がまだ一度も作成

できていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 統一基準地方財務書類の作成未了や未着手の主な理由としては、災害の影響で作業

の着手が遅れていること、既存の財務会計システムの大規模改修と時期を合わせるこ

となどが挙げられている（大宅、2018）。統一基準地方財務書類の貸借対照表は固定

資産台帳との連動を求められているため、災害によって保有資産の毀損や人手不足が

生じた場合に遅れにつながることは十分に考えられる。 

 次節では、こうした統一基準地方財務書類の作成未了や未作成につながる要因につ

いて、2018年度から2020年度までの 3 年間の年度末時点における財務書類の作成状況

データを用いて実証分析を行う。 

 

表３ 統一基準地方財務書類の継続的な作成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所）総務省「統一的な基準による財務書類に関する情報」に基づき筆者作成 

注）財務書類が掲載されている自治体を〇、掲載がない自治体を✕として集計した。 
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３. 統一基準地方財務書類の作成未了もしくは未作成の要因分析 

 本節では、2016年度から2018年度の決算にかかる統一基準地方財務書類の作成状況

について、一般会計等財務書類と連結財務書類を対象に財務書類の作成未了・未作成

の要因分析を、データをプールしてのロジット推定（pooled logit）と固定効果ロジッ

ト推定（fixed effects logit）により行う7)。 

 被説明変数は、総務省「統一的な基準による財務書類に関する情報」における各市

区町村の一般会計等財務書類もしくは連結財務書類の有無（ある＝ 0 、ない＝ 1 ）

である。ただし、連結財務書類は一般会計等財務書類の作成が前提となるため、一般

会計等と同様に単に財務書類の有無を被説明変数として分析してしまうと、一般会計

等財務諸表の作成未了や未着手に起因する場合と一般会計等はできているが連結まで

作成できていない場合を識別できない。そのため、連結財務書類の分析にあたっては、

一般会計等財務書類が作成されている場合に限定する。 

 財務書類の作成未了・未着手の要因としては、自治体の規模、災害の有無、財政状

況が考えられる。小規模な自治体ほど職員数も少なく、固定資産台帳の整備を開始す

る際などに大きな負担がかかることが予想される。災害も前節で述べたように大きな

要因の一つと考えられる。統一基準地方財務書類は2017年度までの整備が求められて

いるが、大規模な災害が発生した場合に遅れることは例外として認められている8)。

2017年度以降も、災害が発生した場合に財務書類の作成・更新が遅れることは十分予

想される。さらに、財政状況が悪い場合には、財務書類の作成・更新に人材を振り向

ける余裕がなくなっている場合や財政状況の正確な把握と情報発信により慎重になっ

ている場合も考えられる。これらを踏まえ、本稿では、住民基本台帳人口（対数）、

住民一人あたり会計・出納部門の職員数、災害救助費と災害復旧費の有無（ダミー変

数）、財政状況の変数として前年度の実質公債費比率と将来負担比率を説明変数とす

る。推定に際しては、これに時間経過とともに財務書類の整備が進むことをコントロ

ールするためのタイムトレンド（会計年度）を説明変数に加える。 

 これらのデータについて、まず被説明変数に関しては総務省ホームページにある

「＊＊年度 統一的な基準による財務書類に関する情報」の当該年度分のデータを使

用した。同データの各年度版には更新されたと思われる過年度のデータも掲載されて

いるが、更新時期や更新の有無は不明であるため、本稿では更新されたと思われる過

年度分は使用しない。したがって、財務書類の有無は総務省が収集した時点での作成

状況を表す。また本稿では、国の管理のもと自主的な財政運営が制限されている財政

再生団体の北海道夕張市、固定資産台帳の整備や一般会計等財務書類の作成がすべて

 
7) 全体財務書類は連結財務書類を作成する過程で作成されるはずのもので、前節で述べたよ

うに連結財務書類に比べて追加負担は小さいと考えられるため分析を省く。 

8) 総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年 8 月改訂）」p.393。 
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完了している指定都市と次に規模の大きい中核市をデータから除いた。 

 次に説明変数のデータは、住民基本台帳人口、災害救助費、災害復旧費については

『都道府県・市区町村のすがた（社会・人口統計体系）』、会計・出納部門の職員数に

ついては『地方公共団体定員管理調査』、実質公債費比率と将来負担比率については

総務省ホームページにある「健全化判断比率の基礎数値」を使用した。このうち将来

負担比率は債務の償還に充当可能な基金などが債務よりも少ない場合にのみ公表され

るため、実質的な将来負担がマイナスの自治体の場合には将来負担比率の数字がない。

そこで、数字のない自治体の財政状況を把握するため、「健全化判断比率の基礎数値」

のデータからマイナスとなる場合も含めて数値を再計算して使用した。 

 表４は、一般会計等財務書類の有無を含めて記述統計をまとめたものである。まず

財務書類ありの自治体よりなしの自治体のほうがわずかに対数人口の平均が低いこと

から、人口規模の小さな自治体に作成未了・未着手のケースがやや多いと言える。実

質公債費比率は財務書類ありの自治体平均が7.6％であるのに対して財務書類なしの

自治体平均は7.8％である。逆に将来負担比率は財務書類ありの自治体平均が7.1％で

表４ 記述統計（一般会計等財務書類の有無別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

データ出所）人口、災害救助費、災害復旧費：『都道府県・市区町村のすがた（社会・人口統計体系）』、

会計・出納部門職員数：『地方公共団体定員管理調査』、 

実質公債費比率、将来負担比率：総務省ホームページ「健全化判断比率の基礎数値」 
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あるのに対して、財務書類なしの自治体平均はマイナスの値である。よって、財政状

況による違いは記述統計からははっきりしない。住民一人当たりの会計・出納部門の

職員数は財務書類なしの自治体の方が多いが、どんな小規模な自治体でも 1 人は必要

なことからわかる通り規模の経済性が働くため、小規模自治体が多いという事実と矛

盾しない。災害救助費と災害復旧費はいずれも財務書類の有無で大きな違いはなく、

記述統計からは災害による作成への影響は明確でない。 

 次に、一般会計等財務書類は作成しているものの、連結財務書類について作成でき

ているか否かの視点で記述統計をまとめたものが表５である。小規模自治体ほど財務

書類がない傾向は一般会計等財務書類の場合と変わらない。しかし表４と比べると。

連結財務書類のない自治体は実質公債費比率が平均8.4％、将来負担比率もマイナス

からプラスへと変わっており、一般会計等財務書類の場合と違い、財政状況の悪い自

治体が連結財務書類を作成出来ていない可能性がある。また、災害救助費と災害復旧

費の当年度の支出実績については連結財務書類を作成している自治体の方が多い傾向

が読み取れることから、災害と連結の有無については仮説とむしろ逆の関係となって

いる。 

表５ 記述統計（連結財務書類の有無別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注）一般会計等財務書類がある自治体に限定している。 

データ出所）表 4 に同じ 
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 しかし、１節で述べたように、財務書類は全体として2016年度以降、徐々に整備が

進んでおり、表４と表５ではその効果は考慮されていない。回帰分析では、こうした

時間の経過とともに整備が進む効果をタイムトレンドとしてコントロールをした。表

６は、自治体の一般会計等財務書類作成の有無と、一般会計等財務書類を作成した自

治体の連結財務書類作成の有無について、データをプールしてのロジット推定

（pooled logit）と固定効果ロジット推定（FE logit）の結果をまとめたものである。 

 すべてのモデルで会計年度が負に有意であることから、時間を経るごとに財務書類

を作成完了している自治体が増えていることを示している。一方、会計・出納部門の

住民一人あたり職員数は全てのモデルで有意でなく、財務書類の作成状況との関連は

明確でない。 

 次に、一般会計等財務書類をみると、いずれのモデルでも災害救助費が正に有意で

ある。災害が財務書類の作成に遅れを生じさせる要因となっていることを示しており、

大宅（2018）が述べていることと一致する。一方、同じ災害関連の支出でも災害復旧

費は有意でないが、災害復旧費は大規模災害であれば長期にわたって計上することに

なるため、毎年の災害発生状況との関連が災害救助費に比べて薄いからと考えられる。 

 また、データをプールしてのロジットでは人口は負に有意だが、固定効果ロジット

では有意でない。固定効果モデルは、各自治体の 3 年間の財務諸表の有無の変動を分

析するため、3 年間を通じて財務書類をきちんと作成している自治体や逆に作成でき

ていないもしくは未着手の自治体は対象外となる。したがって、全体としては小規模

な自治体ほど財務書類の作成未了・未着手となりやすいものの、年によって作成状況

が変わるケースは規模に関係なく生じると解釈できる。 

 財政状況を表す実質公債費比率と将来負担比率は有意でなかった。前年度の財政状

況の良し悪しが財務書類の作成に影響があるかははっきりしない。 

 最後に、一般会計等財務書類を作成し、そのうえで連結財務書類まで作成している

かどうかについてみる。一般会計等財務書類と同様に、データをプールしてのロジッ

トでは人口は負に有意だが、固定効果ロジットでは有意でない。したがって解釈も同

様で、小規模な自治体ほど連結財務書類の作成まで手が回らなくなりやすい。一方、

災害救助費は一般会計等財務書類と異なり、連結財務書類の作成への影響が明らかで

ない。災害は財務書類の作成自体を遅れさせる要因となるのであって、連結の作業だ

けに支障をきたすのではないというのはある意味当然だろう。 

 連結財務書類の作成に影響を与える要素として、一般会計等財務書類と異なるもう

一つの点として、前年度の実質公債費比率がデータをプールしてのロジットでは係数

が小さく有意でないものの固定効果ロジットで正に有意である点である。データをプ

ールしてのロジットでは 3 年間全て連結財務書類を作成している自治体と全く作成で

きていない自治体が分析対象に含まれ、自治体間の横断面での違いも考慮される。一

方、固定効果ロジットは、個々の自治体の時系列での変動を分析するので（within 推
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定）、個々の自治体の実質公債費比率の変動と連結財務書類の作成・未作成の変化の

関係を捉えていることになる。したがって、自治体間の実質公債費比率の水準の違い

でみると連結財務書類の作成との関連は薄いが、個々の自治体内で見ると実質公債費

比率が相対的に低い年度の翌年度に連結財務書類を作れていない傾向があることにな

る。 

 実質公債費比率は、公営事業会計など一般会計等以外の他の会計も含めてより広く

会計範囲を捉えた指標で、地方財政健全化法のもとで採用された健全化判断比率のう

ち、これまで早期健全化団体の適用に最も機能した指標である。実質公債費比率が悪

い自治体ほど連結での財務書類の作成未了・未着手の傾向があるということは、より

正確に財政状況を把握しようと連結財務書類の作成に慎重に取り組んでいる可能性と

財政状況を公開することに後ろ向きである可能性がある。前者であれば、連結財務書

表６ 財務書類の有無に関する回帰分析の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注）財務書類の有無は 0（あり）、1（なし）。括弧内の数字は標準誤差。ただし、Pooled logit の標準誤差は

市区町村でクラスターしたもの。*** は 1 ％水準で有意、** は 5 ％水準で有意、* は10％水準で有意｡ 

データ出所）表 4 に同じ 
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類を活用する取り組みの一環と評価できるが、後者であれば財務書類の作成・公開の

本来の目的と逆行する。 

 ただし、財政状況と連結財務書類の作成状況の関係について、もう一つの指標であ

る将来負担比率は、対象となる会計範囲が実質公債費比率より連結財務書類に合致し

ているが係数は有意でない。2018年度の夕張市と政令市、中核市を除くデータでは実

質公債費比率と将来負担比率の相関係数は0.549なので、財政状況を表す指標として

必ずしも両者は同じ方向を向いているわけではない。また、近藤・小川（2020）は財

務書類の整備と翌年度の歳出抑制に関連があるという結果を示している。もっとも外

生的なショックである災害によって財務書類の作成に遅れが生じることが本稿の分析

結果で示されており、大宅（2018）でも述べられている。これを踏まえると、彼らが

捉えている関係には、災害を原因として財務書類の作成が遅れ、災害復旧の過程で翌

年度の歳出抑制が難しくなっているケースを含んでいる可能性がある。いずれにせよ

財政状況と連結財務書類の作成状況との関係については、慎重に評価すべきだろう。

特に財政状況の悪い自治体については。連結財務書類の作成が遅れていないか、また

遅れていればその原因について注意深く見ていく必要がある。 

 

４. おわりに 

 本稿の分析の結果、人口が少ない小規模な自治体や災害が発生した自治体において

財務書類の作成に遅れなど何らかの支障が生じやすいことが明らかとなった。小規模

な自治体では財務書類の整備に必要な専門知識を持った職員が不足していることなど

が考えられる。総務省も「地方公会計取組支援人材ネット」などの取り組みをおこな

っており、サポートの必要を認識していると思われる。しかし、人材ネットの登録者

は2022年 1 月 7 日時点でわずか16名となっている9)。また、災害により自治体が保有

する固定資産がダメージを受けた場合、被害が甚大であれば多数の固定資産の除却処

理等を行う必要が生じ、固定資産台帳の更新に遅れなどの支障が生じることが予想さ

れる。一方、損害が発生した場合こそ、資産状況の適切な把握が必要である。さらに

連結財務諸表については、実質公債費比率の悪い自治体ほど作成未了・未着手の傾向

がみられた。地方公会計の整備の理念からすると、財政状況の悪い自治体ほど連結財

務諸表の作成・公開の必要度が高い。したがって、人材不足の小規模自治体や災害発

生地域、財政状況の悪化している自治体に応援を送れる広域的な体制を整備すべきで

ある。広域的なしくみとしては、2011年の地方自治法改正により複数自治体共同で監

査委員事務局を設置できるようになったが、あまり認知されていない（丸山、2018）。

統一基準地方財務書類の作成を促すと同時に、監査に関するこうしたしくみの周知と

積極的な活用を促すことも重要であろう。 

 
9) https://www.soumu.go.jp/iken/kokaikei/koukaikei_zinzainet.html（2022年 1 月 7 日閲覧） 
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 地方公会計の統一基準の整備の目的は、他の地方自治体と比較可能とするためであ

る。しかしながら、総務省での情報の収集および公開の状況は中途半端な状態となっ

ている。毎年度末に前年度決算にかかる固定資産台帳の整備状況と統一的な基準によ

る財務書類の作成状況を調査しているが、整備中や未整備の自治体が恒常的に散見さ

れる。また、総務省のホームページにおいて、地方公会計の「見える化」を標榜して

各自治体の財務書類に関する情報を一覧できる形でまとめて公開している。一覧形式

での公開はよいが、各年度のエクセルファイルに過年度のシートが含まれており、か

つ更新日時や更新の有無の記載がないため、最新バージョンがわかりにくく、利用者

に混乱を生じやすい。また、データのまとめ方も利用しにくい形となっており、デー

タベース形式での提供に変更するなど、行政のデジタル・トランスフォーメーション

（DX）が推進される中にあって、今後改善を図るべき点は多い。 

 最後に、本稿では財政状況が悪いと財務書類の作成に慎重に臨んでいる可能性や公

開に後ろ向きになっている可能性を示したが、それぞれがもつ意味合いはかなり異な

る。いずれが問題となっているのかを分析することは対策を考えるうえ今後の課題と

して残っている。また、統一基準地方財務書類の整備が進めば、うまく活用する自治

体とそうでない自治体で財政運営の巧拙に差が生じてくる事が期待される。この点は

将来の研究に期待したい。 
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A Study on the Late Disclosure of Financial Statements 
under the New Unified Public Accounting Standards 

for Japanese Local Governments 
 

KIMURA Shin 

 

 

Abstract 
Since January 2015 Japanese local governments have been required to make and disclose the 

financial statements based on the new unified public accounting standards. Some municipalities 

have been late every year, and a minority have never made the statements yet, while most have 

already disclosed. This paper examines the factors associated with late disclosure and not having 

started yet by panel data analysis. The results show that: (1) municipalities with a small 

population or in a disaster area are likely to be late disclosing their financials or might not 

produce the financial statements at all; (2) municipalities facing a large debt payment are likely 

to be late disclosing or might not compile the consolidated financial statements. These findings 

suggest the necessity of support to ensure compliance with the compiling of financial statements 

by wide-area local governments. 
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Local government, financial statement, unified accounting standard, panel data analysis, 

disclosure 
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